
果樹共済

昭和４２年 果樹保険臨時措置法（７月法律第９３号）公布

果樹保険試験開始

　 うんしゅうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももの６樹種対象

果樹共済事業本格実施

　 収穫共済（全相殺減収方式・品質方式）、樹体共済、４０道府県で実施

農業災害補償法の一部改正

　 共済事故の選択制（特定危険方式）の導入

農業災害補償法の一部改正

　 共済目的の種類等内細分化、共済掛金率の割引制度導入(防災施設割引)、半
相殺　 方式導入、災害収入共済方式試験実施

５、６月の低温日照不足でぶどうに無核果、台風１５号でぶどう、なし、かきに落果、
傷害果が発生。全樹種（ぶどう、なし、かき）とぶどう樹体共済で異常災害

　 支払共済金は、２億２，５４４万円

農業災害補償法の一部改正

　 危険段階別共済掛金率設定方式の導入

　 地域指定による半相殺減収総合短縮方式の導入

４月の晩霜、５月の降雹、９月の台風１９号（新潟地方気象台最大瞬間風速４５．５
m/s観測史上最大）等で全樹種に被害が発生

　 支払共済金は、２億５,８２２万円

農業災害補償法の一部改正

　 災害収入共済方式の本格実施

記録的な低温・少照で結実不良、異常落果、８月の台風１１号、９月の台風１３号等
で落果被害が発生

　 支払共済金は、２億２,０２９万円

４月の記録的な降雪、６月、８月の強風、９月の低温等により全樹種で被害が発生

　 支払共済金は、１億７,１６０万円

農業災害補償法の一部改正

　 収穫共済樹園地単位方式試験実施

　 全相殺方式、災害収入共済方式および短縮方式の地域指定の廃止

７．１３中越水害、相次ぐ台風（６、１５、１６、１８、２１、２２、２３号）等の影響で収穫
共済全樹種で異常災害となり、制度始まって以来最高の支払共済金

　 支払共済金は、４億１,２３８万円

「平成２３年７月新潟・福島豪雨」災害により、ぶどう、なし、ももに甚大な被害

　 ６月下旬の多雨、日照不足により、かきで異常な落果被害が発生し、甚大な被害

　 支払共済金は、１億７,０３９万円

樹体共済に係る補償の拡充

　樹体の損傷基準の引き下げ（樹冠容積も３分の２以上→２分の１以上）

　樹齢区分別換算係数の見直し

４月の降霜、８月の台風１５号、病害によりなしに甚大な被害

支払共済金は１億２,５８１万円

農業保険法施行

　 支払開始割合の追加、地域インデックス方式、青色申告で加入できる全相殺減
　 収方式、全相殺品質方式、災害収入共済方式の導入

令和４年 白色申告で加入できる全相殺減収方式の導入

８月の記録的高温、降雨不足によりなしに甚大な被害

支払共済金は１億１,２８８万円
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